
第
22
回
合
併
協
議
会
が
平
成
17

年
12
月
21
日
、
石
橋
地
区
消
防
本

部
大
会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

会
議
に
は
、
３
町
の
町
長
を
は

じ
め
議
会
関
係
者
、
学
識
経
験
者

ら
34
名
の
う
ち
、
33
名
の
委
員
が

出
席
し
た
ほ
か
、
多
数
の
方
が
傍

聴
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
会
長
の
宇
賀
持
南
河
内

町
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
経
過
報

告
を
行
い
、
そ
の
後
、
具
体
的
な

協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
17
年
度
の
歳
入
歳
出
仮
決

算
に
つ
い
て
、
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

収
入
済
額
二
千
四
百
三
十
五
万
四

千
七
百
七
十
四
円
、
支
出
済
額
九

百
三
十
万
三
千
五
百
九
十
五
円
で
、

差
引
一
千
五
百
五
万
千
百
七
十
九

円
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
参
考
と
し
て
12
月
１
日

か
ら
、
六
百
八
十
六
万
二
千
五
百

八
十
四
円
の
歳
出
予
定
が
あ
り
、

最
終
的
な
決
算
額
は
八
百
十
八
万

八
千
五
百
九
十
五
円
の
不
用
額
と
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な
り
、
全
額
を
下
野
市
に
繰
り
入

れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

監
査
委
員
よ
り
、
監
査
結
果
に

つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

南
河
内
町
の
宇
賀
持
正
紀
町
長

が
就
任
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま

し
た
。

合
併
協
議
会
の
廃
止
に
つ
い
て

３
町
議
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た

こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
章
　
基
本
的
な
考
え
方

一
　
背
景

二
　
計
画
期
間

三
　
推
進
体
制

第
二
章
　
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
具

体
的
方
針

一
　
事
務
事
業
の
適
正
化

二
　
定
員
管
理
、
給
与
・
人
事

制
度
の
適
正
化

三
　
効
率
的
な
行
政
運
営

四
　
財
政
の
健
全
化

五
　
開
か
れ
た
市
政
の
推
進

※

下
野
市
集
中
改
革
プ
ラ
ン

（
暫
定
骨
子
）
は
、
下
野
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
合
併
協
議
会
及

び
下
野
市
企
画
財
政
課
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

行
政
改
革
大
綱
が
な
い
中
で
集

中
改
革
プ
ラ
ン
の
始
期
が
平
成
17

年
度
な
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
の
質

問
が
あ
り
、
事
務
局
か
ら
、
総
務

省
に
お
い
て
全
国
ベ
ー
ス
で
の
統

一
し
た
時
期
で
の
行
革
を
進
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
の
で
整
合
を
図

っ
た
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

提
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

前
回
（
第
21
回
）
協
議
会
に
お

い
て
正
副
会
長
に
一
任
さ
れ
た
特

別
職
の
報
酬
額
等
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

・
自
治
会
長

五
万
円
＋
四
百
円
×
自
治
会

加
入
世
帯
数
（
年
額
）

・
行
政
協
力
委
員

廃
止

・
学
校
医
（
内
科
医
・
耳
鼻
科
医
・

歯
科
医
）

十
九
万
六
千
八
百
円
＋
生
徒

一
人
当
た
り
四
百
五
十
円

（
年
額
）

・
学
校
医
（
眼
科
医
）

十
九
万
六
千
八
百
円
＋
生
徒

一
人
当
た
り
三
百
九
十
円

（
年
額
）

・
学
校
薬
剤
師

十
一
万
円
＋
一
学
級
当
た
り

千
円
（
年
額
）

・
保
育
所
嘱
託
医

九
万
三
千
円
（
年
額
）

・
予
防
接
種
、
健
康
診
査
嘱
託
医
、

福
祉
事
務
所
嘱
託
医

三
万
円
（
日
額
）

・
母
子
自
立
支
援
員
、
婦
人
相
談

員
、
家
庭
相
談
員

十
五
万
二
千
九
百
円
（
月
額
）

第
19
回
協
議
会
で
確
認
さ
れ
た

次
の
特
別
職
の
報
酬
額
等
に
つ
い

て
変
更
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

【
変
更
】

・
市
税
徴
収
嘱
託
員

五
千
八
百
円
（
日
額
）

・
診
療
報
酬
明
細
書
等
点
検
調
査

嘱
託
員

十
五
万
七
千
五
百
円
（
月
額
）

・
水
道
料
金
等
集
金
嘱
託
員

五
千
八
百
円
（
日
額
）

・
児
童
厚
生
員

十
五
万
七
千
五
百
円
（
月
額
）

合
併
と
同
時
に
必
要
と
な
る
条

例
（
百
六
十
四
件
）
・
規
則
等
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

教
育
研
究
所
設
置
条
例
に
つ
い

て
質
問
が
あ
り
、
専
門
部
会
か
ら
、

現
在
南
河
内
町
に
お
い
て
設
置
さ

れ
て
お
り
、
学
習
指
導
、
教
職
員

の
調
査
研
究
等
を
行
う
も
の
で
あ

る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
の
使
用
料

を
他
の
公
民
館
施
設
等
と
統
一
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

質
問
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。




